
1月以降に70歳に
なる方がいる世帯の
自己負担割合

1月以降に70歳に
なる方がいる世帯の
自己負担割合

国民健康保険被保険者で

　問い合わせ　保険介護課 ☎59２１４１

　問い合わせ　保険介護課 ☎59２１４１

市民税の課税所得額が145万円以上の方は３割負担（現役並み
所得者）、それ以外の方は２割（昭和19年４月１日以前生まれ
の方は１割）負担になります。ただし、市民税課税所得額が145
万円以上でも、次のいずれかに該当する場合は、申請により2割
（昭和19年4月1日以前生まれの方は1割）の負担になります。

　70歳以上の方の誕生月の
翌月（１日生まれの方は誕生
月）からの医療機関での自己
負担割合は、左表のようにな
ります。

　70歳未満の方の限度額適用認定証（認定証）などの区分が平成27年１月から下表のようになります。そのため、
既に認定証をお持ちの方には、有効期限を平成26年12月31日として交付していますが、12月中には新たな認定
区分に基づく証をお送りします。１月になっても届かない場合は保険介護課にご連絡ください。なお、平成27年
８月以降も必要な場合は、再申請が必要となりますので、ご注意ください。

自己負担限度額が平成27年1月から5区分に改正されます。（国保以外の保険に加入している方はこの表と異なる場
合があります）

自己負担割合の判定基準

限度額適用認定証（認定証）、限度額適用・標準負担額減額認定証の標準負担額一覧表

日 月 火 水 木 金 土

問い合わせ　社会健康課 ☎59２１５３

総合介護予防教室事業

12月の運動教室

12月の教室紹介～料理教室～
健康増進キャラクター ゾウのしんちゃん
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※　持参物：タオル、運動靴、飲み物、敷マットまたはバスタオル（ゆる体操・悩み別）、リュックと帽子（ウオーキング、ノルディック・ウオーキング）など。
※１　３Ｂ体操、ノルディック・ウオーキングは予約が必要です。
※２　今月の悩み別教室は、腰まわりです。

申し込み・問い合わせ：社会福祉協議会（☎52２２７５）

と　き　12月18日㈭　10時～13時30分
ところ　サントピア大竹
対　象　市内在住の方（おおむね60歳以上）
定　員　20人
参加料　500円
持参物　エプロン・三角巾
申し込み　12月11日㈭までに社会福祉協議会（☎52２２７５）へ。

　食事は、楽しみの一つですが、食事作りが面倒に
なったり、たくさん食べられなくなっていませんか。
　このような状況が続くと、一般的に低栄養になりや
すいと言われており、低栄養になれば、要介護状態に
なりやすくなります。
　そのような状態にならないためにも、料理教室で栄
養バランスを考えた食事について楽しく学びませんか。
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国保加入者の方で70歳未満の方へ
限度額適用認定証（認定証）などの区分が変わります限度額適用認定証（認定証）などの区分が変わります
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